
就労継続
支援Ａ型

就労事業会計における工賃積立につい
て、「工賃変動積立金」と「施設等整
備積立金」にそれぞれ分けて記載を行
うこと。

7月17日、その他の積立金明細表の記載
を修正した。

―

就労継続
支援Ａ型

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するために、被害が発生
した際の連絡先の周知等方策を行うこ
と。

ハラスメントの禁止文書を作成し、7月
18日チャットツールにて職員に周知し
た。また、同様の文書を閲覧用ファイ
ルに綴じた。

―

就労継続
支援Ａ型

熱中症の予防の防止のための対策を検
討する委員会を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周
知徹底を図ること。従業者に対し、熱
中症の防止のための研修を定期的に実
施すること。また、熱中症予防のため
の指針を整備すること。

7月17日、熱中症対策委員会規程及び、
熱中症予防のための指針を作成、周知
した。
7月31日、熱中症対策委員会を開催し、
8月1日～5日に研修を行った。

―

共同生活
援助

従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。また、定
期的に業務継続計画の見直しを行い必
要に応じて計画の変更を行うよう努め
ること。

幹部会議で業務継続計画の研修及び訓
練についての計画を立案し、各事業別
に実施する予定。併せて同研修・訓練
の結果を踏まえ、必要に応じて同計画
の見直し・変更を行う。

―

共同生活
援助

個別支援計画の原案を作成し記録とし
て残しておくこと。また、原案の内容
について利用者又は家族に対して説明
し、文書により利用者の同意を得るこ
と。

個別支援計画の原案作成については、8
月の作成分から実施しており、利用者
又は家族に対して説明した後、文書に
より利用者の同意を得ている。

―

※事業所から提出のあった「別添」や「別紙」等の掲載は省略しています。

対象サービス

2024/7/17
社会福祉法人ウイ
ズユー

ウイズユースマイ
ル

就労継続支援Ａ型

共同生活援助

令和6年度実地指導　文書指摘事項及びその改善措置の内容

ハローワールド2024/7/17
株式会社　Ｗａｎ

ｄｉｔ

改善措置の内容 今後の改善予定指摘事項事業所名
指摘に係
るサービ
ス1

指摘に係
るサービ
ス2

指摘に係
るサービ
ス3

指摘に係
るサービ
ス4

実地指導日 法人名



共同生活
援助

感染症及び熱中症の予防の防止のため
の対策を検討する委員会を定期的に開
催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底を図るようこと。従
業者に対し、感染症の発生及びまん延
及び熱中症の防止のための研修を定期
的に実施するようこと。また、食中毒
の発生防止に関する指針を整備するこ
と。

感染症防止の対策検討委員会は5/16、
熱中症防止の対策検討委員会は8/7にそ
れぞれ開催し、今後も定期的に開催す
るものとしている。感染症の発生及び
蔓延の防止のための研修は6/15、熱中
症の防止のための研修は8/7にそれぞれ
実施し、今後も定期的に実施するもの
としている。食中毒の発生防止に関す
る指針については、8/1に整備した。

―

2024/7/19 合同会社ライフケアーズ
ＬＣ ｋｉｄ’ｓほ
とり

放課後等デイサー
ビス

文書指摘なし ー ―

共同生活
援助

世話人配置が多く、生活支援員の人員
配置が不足しているため、配置を見直
すこと。なお次回人員配置について不
足が確認された場合は減算の上、支援
費の返還を行うこと。

世話人と生活支援員の兼務の職員配置
の調整を行い、配置基準を満たす配置
へ改善を行った。

―

共同生活
援助

運営規程に記載している根拠条例につ
いて、県のものが記載されているた
め、市条例を記載すること。また、虐
待防止のための措置に関する事項に、
虐待防止委員会の設置について記載す
ること。

運営規程について、根拠条例を市条例
へと改めて記載、虐待防止の体制の項
目へ虐待防止委員会の設置について追
加で記載を行った。

―

共同生活
援助

共同生活援助計画の作成にあたり、ア
セスメントの記録が不十分であるため
改めること。また、サービス担当者会
議の開催後に原案作成がなされていた
ため、開催前に作成しサービス担当者
会議において関係者から意見を得るこ
と。

アセスメントについて記録を行い、計
画作成手順の順番を正しく改め、フ
ローを改めた。

―

2024/7/24 一般社団法人結夢
就労継続支援事業
所どりーむ

就労継続支援Ａ
型、就労継続支援
Ｂ型

就労継続
支援Ａ型

就労継続支援A型サービス費の評価点に
ついて、「時差出勤制度に係る労働条
件」が就業規則に定められていなかっ
たため、当該項目をスコアの合計点か
ら除くこと。また、それによりスコア
の評価点区分が変更となる場合は、適
切な評価点で基本報酬の請求を行うこ
と。

・スコア表（Ⅲ）多様な働き方
　⑥時差出勤制度に係る労働条件を定
めている。この項目にチェックを入れ
ていたが取り消し、ホームページに掲
載していたスコア表も修正をする。

―

共同生活援助
グループホーム和
貴の家

特定非営利活動法
人就労支援セン
ター和貴の郷

2024/7/19



居宅介護 同行援護

身体拘束等の適正化のための研修が未
実施であった。ついては、速やかに改
善計画書を提出し、事実が生じた月の
３月後（令和６年１０月）に改善報告
書を提出すること。
また、事実が生じた月の翌月（令和６
年８月）から改善が認められるまでの
期間（少なくとも令和６年１０月）に
ついては、身体拘束等適正化未実施減
算を適用すること。

（１）原因及び経緯
運営基準の理解が不十分であったため、身
体拘束適正化検討委員会の内容は共有して
おりましたが、身体拘束等の適正化の為の
研修は実施できておりませんでした。
改善計画書につきましては、8月2日に提出
をしております。改善報告書も追って令和6
年10月に提出いたします
（２）再発防止策
運営基準および社内ルールを再確認いたし
ました。今後は委員会および研修をそれぞ
れ計画に位置付けて実施いたします。
（３）是正又は改善状況
運営指導後の8月21日に身体拘束等の適正
化のための研修を実施いたしましたので、
実施報告書と併せて提出いたします。
また、令和6年8月から改善が認められる月
までの間につきましては、身体拘束等適正
化未実施減算を算定いたします。

―

居宅介護 同行援護

感染症の発生及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会が６月に１回
行われていなかったため、定期的に開
催すること。

（１）原因及び経緯
感染症の発生及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会を実施してお
りましたが、確認不足により記録を残
せていない月がございました
（２）再発防止策
今後、委員会の実施後はもれなく記録
を作成するとともに作成もれがないよ
う確認を徹底いたします。
（３）是正又は改善状況
運営指導後に、2023年1０月に実施い
たしました感染症の発生及びまん延の
防止のための対策を検討する委員会の
記録を作成いたしましたので、改善報
告書と併せて提出いたします。

―

居宅介護、同行援
護

株式会社ニチイ学
館

2024/7/26
ニチイケアセン
ター鳥取東



共同生活
援助

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じること。
また、勤務の記録について、職員の出
退勤時間の記録が不十分だったため、
勤務実態のとおり記録すること

ハラスメントの指針の作成及び、研修
等の実施。ハラスメント研修は実施し
ていたものの、ハラスメントの指針の
作成を行っていなかったために作成
し、職員全員に周知。
勤務実態通りの記録の明確化。タブ
レットによる打刻を実施してきたが、
通信状況で正確な打刻ができない日が
散見されたため、タブレット打刻を廃
止。勤務時刻を手書きで書き込む
フォームマットを作成し、どの時計を
基準にして記録するかを全職員に周
知。８月1日から手書き勤務記録に変
更。

―

共同生活
援助

業務継続計画について、必要な研修及
び訓練を定期的に実施すること。

ー

研修実施について、職員に実施時期を
明確にし、周知を行った。週に2会のみ
の出勤の職員、お盆時期に帰省をする
職員がいるため、研修を実施し、研修
報告書の提出期限を、2024年9月末と
する。訓練実施時期を、2024年10月と
する。指定避難所に実際に行く訓練を
実施予定。

共同生活
援助

利用者が外泊している日（夜間及び深
夜の時間帯に支援していない日）に、
夜間支援等体制加算Ⅲが算定されてい
るため、新規指定日から自己点検を行
い同様の算定について過誤調整を行う
こと。

自己点検の実施をし、指摘日以外の過
誤請求は見当たらなかった。2024年8
月6日に、過誤申請を鳥取市役所障がい
福祉課に提出し、国保連の請求時に修
正を行った。

―

就労継続
支援Ｂ型

業務継続計画について、従業者に対し
て周知するとともに、必要な研修及び
訓練を実施すること。

・8月21日開催の職員会議で業務継続計
画を職員に周知するため研修を行っ
た。
・訓練は年間予定表に組み入れた。

―

就労継続
支援Ｂ型

原則月ごとに、職種、常勤非常勤の
別、勤務時間を記載した勤務予定表を
作成すること。

8月分から、職種、常勤非常勤の別、勤
務時間を記載した勤務予定表を作成し
た。

―

共同生活援助2024/7/26
株式会社ＷⅠＴＨ
ハピネス

グループホーム
WITHハピネス立川



就労継続
支援Ｂ型

熱中症の予防のための対策を検討する
委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。
熱中症の予防のための指針を整備する
こと。
従業者に対し、食中毒の発生防止及び
熱中症の予防のための研修を定期的に
実施すること。また感染症については
訓練を定期的に実施すること。

・熱中症予防の指針を整備し、作成し
たリーフレットを職員に周知し研修を
行った。
・8/8（木）11：00頃、熱中症を発症
した利用者があり、水分補給と着替え
をしてかかりつけ医を受診し、点滴治
療を受け、治療後、自宅へ送迎し、ご
家族に状況を伝えた。翌日は自宅療養
を促し体調回復され大事に至らなかっ
た。（発生したときの対応を日頃に知
識を活かし実際に速やかに行うことが
できた）
・8/21の職員会議で食中毒の発生防止
及び熱中症予防のための研修を行っ
た。
・委員会を年間予定表に組み入れ、研
修及び訓練を定期的の行い、発生や防
止に努めることとした。

―

就労継続
支援Ｂ型

就労支援事業会計の会計期末において
余剰金が生じていたため、工賃として
分配や工賃変動積み立て等、適切な処
理を行うこと。また、工賃変動積み立
てを取り崩した際は、適切に就労支援
事業会計書類に反映させること。

・毎年8月に剰余金が発生した場合、賞
与として利用者に支給することとし、
令和6年8月から実施する。

―

地域移行
支援

地域定着
支援

計画相談
支援

非常災害に対する業務継続計画を策定
し、当該計画に従い必要な措置を講ず
ること。従業者に非常災害に対する業
務継続計画について周知するととも
に、必要な研修及び訓練を定期的に実
施すること。また、定期的に業務継続
計画の見直しを行い、必要に応じて計
画の変更を行うこと。

①BCP計画作成
②ミーティング時に資料配布・周知す
る
③定期的に計画の見直しをする

―

地域移行
支援

地域定着
支援

計画相談
支援

運営規程の員数、交通費、虐待の防止
のための措置に関する事項について、
記載を改めること。

①員数の変更→現行通り
②交通費の記載改め
③虐待防止のための措置に関する事項
の記載改め

―

就労継続支援Ｂ型

地域移行支援、地
域定着支援、計画
相談支援

相談支援事業所ア
プローズ

2024/7/31
，8/2

特定非営利活動法
人アプローズ

2024/7/31
特定非営利活動法
人夢ハウス

NPO法人夢ハウス



2024/7/31
，8/2

特定非営利活動法
人アプローズ

自立生活援助事業
所アプローズ

自立生活訓練
自立生活
援助

非常災害に対する業務継続計画を策定
し、当該計画に従い必要な措置を講ず
ること。従業者に非常災害に対する業
務継続計画について周知するととも
に、必要な研修及び訓練を定期的に実
施すること。また、定期的に業務継続
計画の見直しを行い、必要に応じて計
画の変更を行うこと。

①BCP計画作成
②ミーティング時に資料配布・周知す
る
③定期的に計画の見直しをする

―

就労継続
支援Ｂ型

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。
また、定期的に業務継続計画の見直し
を行い必要に応じて計画の変更を行う
こと。

対応中 ―

就労継続
支援Ｂ型

身体拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会が開催されておらず、身
体拘束等の適正化のための指針が作成
状況が不明確であり、身体拘束等の適
正化のための研修が未実施であった。
ついては、速やかに改善計画書を提出
し、事実が生じた月（８月）の３月後
（１１月）に改善報告書を提出するこ
と。また、事実が生じた月の翌月（９
月）から改善が認められるまでの期
間、身体拘束等適正化未実施減算を適
用すること。

対応中 ―

就労継続
支援Ｂ型

虐待の防止のための対策を検討する委
員会が定期的に開催されておらず、虐
待の防止のための研修が実施されてい
なかった。
ついては、速やかに改善計画書を提出
し、事実が生じた月（８月）の３月後
（１１月）に改善報告書を提出するこ
と。また、事実が生じた月の翌月（９
月）から改善が認められるまでの期
間、虐待防止措置未実施減算を適用す
ること。

対応中 ―
就労継続支援Ｂ型

特定非営利活動法
人のぞみハウス

特定非営利活動法
人のぞみハウス

2024/8/2



就労継続
支援Ｂ型

就労継続支援Ｂ型計画の作成過程にお
いて原案が作成されていないため、原
案作成を行うとともに、利用者又はそ
の家族から同意を得ること。

対応中 ―

就労継続
支援Ｂ型

勤務の記録について、職員の出退勤時
間の記録がなかったため、勤務実態の
とおり記録すること。

対応中 ―

就労継続
支援Ｂ型

感染症及び食中毒の発生及びまん延並
びに熱中症の予防の防止のための対策
を検討する委員会を定期的（３か月に
１度）に開催するとともに、その結果
について、従業者に周知徹底を図るこ
と。
従業者に対し、感染症及び食中毒の発
生及びまん延並びに熱中症の防止のた
めの研修及び感染症の発生及びまん延
防止のための訓練を定期的（年２回）
に実施すること。
食中毒の発生及びまん延防止のための
指針について内容を充実させること。

対応中 ―

生活介護

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するために必要な措置を
講じること。（前回指摘事項）

対応中 ―

生活介護

感染症及び食中毒の発生及びまん延並
びに熱中症の予防の防止のための対策
を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図ること。
従業者に対し、熱中症の防止のための
研修を定期的に実施すること。感染症
に関しては定期的な訓練を実施するこ
と。

対応中 ―



生活介護

リハビリテーション加算のリハビリ
テーション計画について、国の通知に
準じた様式で作成し、計画の内容は具
体的なものとすること。令和５年度に
おいて概ね３ヵ月に一度すべき評価
が、６ヵ月ごととなっていたため、注
意すること。
また、利用終了前に関連スタッフによ
る終了前カンファレンスを行うこと。
その際、終了後に利用予定の指定特定
相談支援事業所の相談支援専門員や他
の障害福祉サービス事業所のサービス
管理責任者等の参加を求めること。

対応中 ―

生活介護
人員配置体制加算の確認のため、１日
あたりの利用者数と、平均障害区分
５・６の一覧表を再提出すること。

対応中 ―

生活介護

欠席時対応加算について、相談援助し
た内容を記録しておくこと。ついて
は、記録が不十分な日について、前回
実地指導以降の記録を自主点検のう
え、過誤調整を行うこと。（前回指摘
事項）

対応中 ―

生活介護

入浴支援加算について、入浴実施記録
で記録がない方や「入浴なし」と記録
している方について、算定しているも
のがあったため、自主点検のうえ、過
誤調整を行うこと。

対応中 ―

2024/8/9 社会福祉法人鳥取福祉会
うぶみ苑多機能型
事業所

生活介護、就労継
続支援A型、就労継
続支援Ｂ型

文書指摘なし ー ―

2024/8/21 株式会社 oasis おあしす 就労継続支援Ｂ型 文書指摘なし ー ―

地域移行
支援

地域定着
支援

計画相談
支援

障がい児
相談支援

感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針について、各事業所への周知を
十分に行うこと。また、感染症の防止
のための訓練について、実施した際に
記録を行うこと。

・感染症の防止訓練を計画
（今後の予定）
・R６年１１月 感染症の防止訓練

―

地域移行
支援

地域定着
支援

計画相談
支援

障がい児
相談支援

運営規程の虐待の防止に関する事項
に、虐待防止委員会の開催について記
載すること。

運営規定の虐待の防止に関する事項
に、虐待防止委員会の開催について記
載した。

―

生活介護
共生型デイサービ
スNiCORi

株式会社Ｗｅｌｍ
ａｔｅ

2024/8/7



地域移行
支援

地域定着
支援

計画相談
支援

障がい児
相談支援

利用者の個人情報利用同意書につい
て、一部徴取していないものがあった
ため、徴取すること。また、家族の個
人情報を提供する場合は家族分の利用
同意書を徴取すること。

・個人情報利用同意書に家族の利用同
意欄を追記。
（今後の予定）
・R６年度内利用同意書が必要な家族よ
り同意書を徴取する。

―

地域移行
支援

地域定着
支援

計画相談
支援

障がい児
相談支援

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。従業者に
対し、業務継続計画について周知する
とともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施すること。また、定期的に業
務継続計画の見直しを行い、必要に応
じて計画の変更を行うこと。

・業務継続計画作成並びに研修及び訓
練を計画
（今後の予定）
・R６年１０月  業務継続計画の完成
（R６年９月現在、感染症発生時におけ
る業務継続計画は概ね完成）
・R６年１１月 従業者に業務継続計画
を周知
・R６年１２月  業務継続計画の研修及
び訓練
・R６年１２月～R７年３月業務継続計
画の見直し次年度の研修及び訓練を計
画

―

自立生活
援助

感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針について、各事業所への周知を
十分に行うこと。また、感染症の防止
のための訓練について、実施した際に
記録を行うこと。

・感染症の防止訓練を計画
（今後の予定）
・R６年１１月 感染症の防止訓練

―

自立生活
援助

運営規程の虐待の防止に関する事項
に、虐待防止委員会の開催について記
載すること。

運営規定の虐待の防止に関する事項
に、虐待防止委員会の開催について記
載した。

―

自立生活
援助

利用者の個人情報利用同意書につい
て、一部徴取していないものがあった
ため、徴取すること。また、家族の個
人情報を提供する場合は家族分の利用
同意書を徴取すること。

・個人情報利用同意書に家族の利用同
意欄を追記。
（今後の予定）
・R６年度内利用同意書が必要な家族よ
り同意書を徴取する。

―

地域移行支援、地
域定着支援、計画
相談支援

地域生活支援セン
ターみんなの家
（相）

特定非営利活動法
人みんなの家

2024/8/23



自立生活
援助

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。従業者に
対し、業務継続計画について周知する
とともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施すること。また、定期的に業
務継続計画の見直しを行い、必要に応
じて計画の変更を行うこと。

・業務継続計画作成並びに研修及び訓
練を計画
（今後の予定）
・R６年１０月  業務継続計画の完成
（R６年９月現在、感染症発生時におけ
る業務継続計画は概ね完成）
・R６年１１月 従業者に業務継続計画
を周知
・R６年１２月  業務継続計画の研修及
び訓練
・R６年１２月～R７年３月業務継続計
画の見直し次年度の研修及び訓練を計
画

―

共同生活
援助

運営規程の虐待の防止のための措置に
関する事項に、「虐待防止委員会の設
置」を追記すること。

共同生活援助、短期入所の運営規程に
虐待防止委員会の設置を追記し、変更
届出書を提出した。
資料1：共同生活援助運営規程新旧対照
表資料２：短期入所運営規程新旧対照
表

―

共同生活
援助

身体拘束等の適正化のための指針のう
ち、身体拘束を行う場合の内容及び利
用者又はその家族に対する事前同意、
拘束実施前及び拘束発生時に必要な記
録を行う書式等を定義すること。

拘束発生時に必要な記録は，既に整備
されていたが、指導当日未提出だった
ので、改めて提出した。「身体拘束実
施同意書」の様式を作成した。
資料３：身体拘束等報告書資料４:身体
拘束実施説明・同意書

―

共同生活
援助

業務継続計画に従い、必要な研修及び
訓練を定期的に実施すること。また、
定期的に計画の見直しを行い必要に応
じて計画の変更を行うよう努めるこ
と。

業務継続計画(感染症)に係る研修を各自
が受講する。計画の見直しに関する会
議を開催した
資料5：業務継続計画検討議事録

―

2024/8/23
特定非営利活動法
人みんなの家

自立生活援助事業
所れんれん

自立生活援助



共同生活
援助

個別支援計画の作成を行う際に実施す
る、関係者会議の記録を残すこと。記
録には開催日、出席者、協議内容等必
要な事項を明記すること。また計画原
案を作成し利用者又はその家族から書
面による同意を得ること。なお、運営
指導終了後に改善されていない場合は
速やかに減算等の対応を行うこと。た
だし別途行政指導又は行政処分を指定
権者が行う場合を除く。【前回指摘事
項】

・関係者会議記録様式を作成した。記
録には開催日、出席者、協議内容等を
明記した。
・計画原案を作成し利用者又はその家
族から書面による同意を得た。
資料6：関係者会議記録様式

―

共同生活
援助

夜間支援体制加算Ⅰを算定している生
活住居について、要件である２２時か
ら翌５時までの夜勤配置について、夜
勤時間が十分でないため、夜勤時間を
拡充するか、夜間支援体制加算Ⅱへの
変更を行うこと。

夜間支援時間帯の設定と業務を明確に
し、２２時から翌日５時までを夜間支
援時間帯とした。この時間帯の業務
は、２時間の休憩を挟み。就床支援、
巡視、臨時薬服用支援、緊急対応、入
眠困難、早朝覚醒への対応である。
資料7「夜勤者業務内容一覧」

―

共同生活
援助

日中支援加算について、算定する場合
は個別支援計画に位置付けること。ま
た、日中支援した内容の記録が不十分
であるため、改めること。当該加算の
要件の確認が不十分なため報酬告示、
報酬留意事項を確認し要件を確認する
こと。【前回指摘事項】

・算定する者の個別支援計画に日中支
援加算を位置づけた。
・支援内容を具体的に記載するよう報
酬告示、報酬留意事項をもとに、日中
支援者に徹底した。
資料8：日中支援加算の記載方法につい
て明確化した。

―

短期入所
運営規程の虐待の防止のための措置に
関する事項に、「虐待防止委員会の設
置」を追記すること。

共同生活援助、短期入所の運営規程に
虐待防止委員会の設置を追記し、変更
届出書を提出した。
資料1：共同生活援助運営規程新旧対照
表資料２：短期入所運営規程新旧対照
表

―

短期入所

身体拘束等の適正化のための指針のう
ち、身体拘束を行う場合の内容及び利
用者又はその家族に対する事前同意、
拘束実施前及び拘束発生時に必要な記
録を行う書式等を定義すること。

拘束発生時に必要な記録は，既に整備
されていたが、指導当日未提出だった
ので、改めて提出した。「身体拘束実
施同意書」の様式を作成した。
資料３：身体拘束等報告書資料４:身体
拘束実施説明・同意書

―

共同生活援助
特定非営利活動法
人みんなの家

2024/8/23

短期入所
グループホームみ
んなの家短期入所
事業所

特定非営利活動法
人みんなの家

2024/8/23

グループホームみ
んなの家（者）



短期入所

業務継続計画に従い、必要な研修及び
訓練を定期的に実施すること。また、
定期的に計画の見直しを行い必要に応
じて計画の変更を行うよう努めるこ
と。

業務継続計画(感染症)に係る研修を各自
が受講する。計画の見直しに関する会
議を開催した
資料5：業務継続計画検討議事録

―

短期入所

夜間支援体制加算Ⅰを算定している生
活住居について、要件である２２時か
ら翌５時までの夜勤配置について、夜
勤時間が十分でないため、夜勤時間を
拡充するか、夜間支援体制加算Ⅱへの
変更を行うこと。

夜間支援時間帯の設定と業務を明確に
し、２２時から翌日５時までを夜間支
援時間帯とした。この時間帯の業務
は、２時間の休憩を挟み。就床支援、
巡視、臨時薬服用支援、緊急対応、入
眠困難、早朝覚醒への対応である。
資料7「夜勤者業務内容一覧」

―

就労継続
支援Ａ型

一部利用者において、実績記録の利用
時間と実際の利用時間が異なっていた
ため、正確に記録すること。（前回指
摘事項）

時間を修正する。 ―

就労継続
支援Ａ型

従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。

ー R7.2月に研修及び訓練を実施予定。

就労継続
支援Ａ型

職員の配置について、毎月基準及び加
算の要件を満たしているか確認するこ
と。また、利用者支援を行わない職員
は配置として認められないため注意す
ること。

厨房で利用者が仕事をしていただき、
職員が支援を行っている。利用者支援
を行っていない職員が厨房の職員だっ
た。（9月半ばより）利用者１名、管理
者兼サビ菅が仮配置の確認を行う。

―

就労継続
支援Ａ型

食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
の予防のための対策を検討する委員会
を定期的（３か月に１度）に開催する
とともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図ること。
食中毒の発生及びまん延防止並びに熱
中症の予防のための指針を作成するこ
と。
従業者に対し、感染症及び食中毒の発
生及びまん延並びに熱中症の防止のた
めの研修及び感染症の発生及びまん延
防止のための訓練を定期的（年２回）
に実施すること。

委員会は行っているが、記載がないた
め、記載をするようにする。

―

事業所

オパール就労継続
支援事業所

2024/8/28
とっとり福祉サー
ビス有限会社

就労継続支援A型



就労継続
支援Α型

欠席時対応加算について、一部記録が
ないものがあるため、改めること。
（前回指摘事項）
また、前回の実地指導（令和５年８月
２３日）以降分を自己点検し、記録が
ないものについては支給決定権者と相
談の上過誤調整を行うこと。

記録をした。
欠席時の対応記録のファイル漏れで
あったためファイルにとじ直した。過
誤ではない。

―

就労継続
支援Α型

賃金向上達成指導員配置加算につい
て、令和６年度以降の工賃向上計画が
確認できなかった。工賃向上計画が確
認できない期間については本加算の要
件を満たしていないことから、自己点
検の上過誤調整を行うこと。

計画は作成中のため、加算は算定して
いない。

―

2024/9/4 社会福祉法人あすなろ会 松の聖母成人寮
生活介護、施設入
所支援

文書指摘なし ー ―

2024/9/4 社会福祉法人あすなろ会 松の聖母学園
生活介護、施設入
所支援、短期入所

文書指摘なし ー ―

2024/9/5 社会福祉法人あすなろ会
松の聖母サポート
センター

生活介護、就労継
続支援Β型

文書指摘なし ー ―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

サービス契約内容報告書が提出されて
いないため、各市町村に相談の上、提
出すること。

当該市町に確認し、現在在籍中の利用
者のみ提出をした

―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施するよこと。

研修計画を立案した。計画に沿って研
修、訓練を行う。

―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

身体拘束等の適正化のための指針につ
いて、盛り込むべき項目である「利用
者等に対する当該指針の閲覧に関する
基本方針」「その他身体拘束等の適正
化の推進のために必要な基本方針」が
記載されていなかったため改めるこ
と。

「利用者等に対する当該指針の閲覧に
関する基本方針」「その他身体拘束等
の適正化の推進のために必要な基本方
針」を盛り込んで再作成した

―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

感染症の発生の防止のための対策を検
討する委員会は定期的に開催されてい
るものの、委員会において食中毒の発
生及び熱中症の発生の防止が取り組ま
れていないため改めること。
食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
の防止のための研修を定期的に実施す
ること。

研修計画を立案した。計画に沿って研
修、訓練を行う。

―

2024/9/11
公益社団法人鳥取
県看護協会

ナーシングデイこ
すもす（児）

児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス



生活介護
サービス契約内容報告書が提出されて
いないため、各市町村に相談の上、提
出すること。

当該市町に確認し、現在在籍中の利用
者のみ提出をした

―

生活介護
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施するよこと。

研修計画を立案した。計画に沿って研
修、訓練を行う。

―

生活介護

身体拘束等の適正化のための指針につ
いて、盛り込むべき項目である「利用
者等に対する当該指針の閲覧に関する
基本方針」「その他身体拘束等の適正
化の推進のために必要な基本方針」が
記載されていなかったため改めるこ
と。

「利用者等に対する当該指針の閲覧に
関する基本方針」「その他身体拘束等
の適正化の推進のために必要な基本方
針」を盛り込んで再作成した

―

生活介護

感染症の発生の防止のための対策を検
討する委員会は定期的に開催されてい
るものの、委員会において食中毒の発
生及び熱中症の発生の防止が取り組ま
れていないため改めること。
食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
の防止のための研修を定期的に実施す
ること。

研修計画を立案した。計画に沿って研
修、訓練を行う。

―

2024/9/13 株式会社つむぎ
こどものつむぎ１
号

児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス、居宅訪問型児
童発達支援、保育
所等訪問支援

文書指摘なし ー ―

就労継続
支援Β型

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。
また、定期的に業務継続計画の見直し
を行い必要に応じて計画の変更を行う
こと。

準備中 年度内に策定予定

就労継続
支援Β型

利用者の家族に関する個人情報を他の
事業者等と共有するケースについて
は、あらかじめ利用者家族に個人情報
の利用に係る同意書を得ること。

様式を整備し、順次、差し替え遂行
中。
順次、新様式で徴求する。

―

ナーシングデイこ
すもす（者）

2024/9/11
公益社団法人鳥取
県看護協会

生活介護



就労継続
支援Β型

個別支援計画（原案）を作成し記録と
して残すこと。

順次、原案を作成し記録として保存。 ―

就労継続
支援Β型

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じること。

「ハラスメント防止規程」を設置（別
添）し従業者等に周知する。
年内に理事会にて承認を予定。

―

就労継続
支援Β型

熱中症の防止のための指針を整備する
こと。
従業者に対し、熱中症の防止のための
研修並びに感染症の発生及びまん延の
防止のための訓練を定期的に実施する
こと。

「熱中症発生予防のための指針」を制
定（別添）し従業者等に周知すると同
時に、今後、研修並びに訓練に努め
る。
年度内に理事会にて承認を予定。

―

就労継続
支援Β型

就労支援事業会計において、必要な額
を超えていると考えられる繰越額があ
るため、都度利用者へ分配するか、就
労支援事業会計において認められる範
疇で積立処理をすること。

都度利用者へ分配を基本とし、期中の
処理のあり方を見直し、適正な処理を
行うよう職員間で確認した。

―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

感染症の発生及びまん延の防止のため
の研修と合わせて訓練を定期的に実施
すること。

令和6年9月26日に実施した感染症委員
会において、手指洗浄・消毒の実践を
取り入れて行った。今後も計画を立て
て実践研修を行っていく。

―

放課後等
デイサー
ビス

児童指導員等加配加算について、算定
している「常勤専従」の要件を満たし
ていなかった。当該加算の算定時から
自己点検し、加算要件を満たしていな
い場合は過誤調整を行うこと。

要件を満たしていない６月度の過誤調
整を行い、10月提供分と合わせて請求
を行った

―

放課後等
デイサー
ビス

強度行動障害児支援加算について、強
度行動障害支援者養成研修（実践研
修）を修了した職員が配置されていな
かった。当該加算の算定時から自己点
検し、加算要件を満たしていない場合
は過誤調整を行うこと。

要件を満たしていない6月、7月、8月度
の過誤調整を行い、10月提供分と合わ
せて請求を行った

―

2024/9/18 合同会社○日和 えんびよりきっず
児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス

2024/9/18
特定非営利活動法
人一歩の会

あゆみ工房 就労継続支援Β型



放課後等
デイサー
ビス

利用契約締結時に説明する重要事項説
明書について、説明はしているものの
同意及び交付を行っていなかったた
め、速やかに同意及び交付を行うこ
と。
また、運営規程及び重要事項説明書に
ついて、営業時間が一致していないた
め一致させること。

同意及び交付済み
誤っていた運営規定を訂正

―

放課後等
デイサー
ビス

アセスメントについて、面会した利用
者及び家族の氏名、実施した日時を記
載した記録を残すこと。
また、サービス担当者等を招集して行
う個別支援計画の原案に関する会議に
ついて、開催日時や参加者の記載がな
いため改めること。

面会者、面会日の一覧を作成、添付 ―

放課後等
デイサー
ビス

運営規程の利用者から受領する費用の
種類及びその額について、「おやつ
代」などを記載すること。

運営規定に追記 ―

放課後等
デイサー
ビス

事業所内の設備のチェックはしている
ものの計画が未策定であったため、安
全計画を策定し、当該安全計画に従い
必要な措置を講じること。
従業者に対し、安全計画について周知
するとともに、前項の研修及び訓練を
定期的に実施すること。
障害児の安全の確保に関して保護者と
の連携が図られるよう、保護者に対
し、安全計画に基づく取組の内容等に
ついて周知すること。
また、定期的に安全計画の見直しを行
い、必要に応じて安全計画の変更を行
うこと。

ばらばらに実施していた点検や訓練等
の業務を、安全計画の書式に落とし込
んだ

―

放課後等
デイサー
ビス

従業者に対し、熱中症の防止のための
研修を定期的に実施すること。

10/24に全ての常勤社員を対象に実施
（動画視聴、参考資料の確認）

―

放課後等
デイサー
ビス

業務上知り得た障害児又はその家族の
秘密を漏らすことがないよう必要な措
置のうち、従業者に対して行う個人情
報取り扱いに関する誓約について、非
常勤職員2名分が未取得であったため、
早急に取得すること。

内容を確認・理解の上、署名を得る ―

2024/9/25 特定非営利活動法人はるひな ここいろ用瀬 共同生活援助 文書指摘なし ー ―

2024/9/20
合同会社アイル
ビー

らふたぁいわど
放課後等デイサー
ビス



共同生活
援助

運営規程及び重要事項説明書に生活支
援員の配置について記載すること。

運営規程及び重要事項説明書に記載
し、改定した。

―

共同生活
援助

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。
また、定期的に業務継続計画の見直し
を行い必要に応じて計画の変更を行う
こと。

ー 年度内に策定予定

共同生活
援助

身体拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会及び身体拘束等の適正化
のための研修は実施されているもの
の、委員会及び研修の記録が不十分な
ため改めること。

「委員会開催報告書」の研修・委員会
記録の不十分な部分を改善した。

―

短期入所
運営規程及び重要事項説明書に生活支
援員の配置について記載すること。

運営規程及び重要事項説明書に記載
し、改定した。

―

短期入所

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。
また、定期的に業務継続計画の見直し
を行い必要に応じて計画の変更を行う
こと。

ー 年度内に策定予定

短期入所

身体拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会及び身体拘束等の適正化
のための研修は実施されているもの
の、委員会及び研修の記録が不十分な
ため改めること。

「委員会開催報告書」の研修・委員会
記録の不十分な部分を改善した。

―

就労継続
支援Β型

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じること。

ハラスメント防止のための指針
（R6.10.1設定）

―

就労継続
支援Β型

食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
の防止のための指針を整備すること

熱中症予防のための指針、食中毒予防
のための指針（R6.10.1設定）

―

2024/9/25
特定非営利活動法
人一歩の会

グループホーム共
笑（短期入所）

短期入所

2024/9/25
特定非営利活動法
人一歩の会

グループホーム共
笑（共同生活）

共同生活援助

2024/9/27
特定非営利活動法
人とっとり未来

とっとり未来 就労継続支援B型



児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

障害児の安全の確保を図るため、当該指定
放課後等デイサービス事業所の設備の安全
点検、従業者、障害児等に対する事業所外
での活動、取組等を含めた指定放課後等デ
イサービス事業所での生活その他の日常生
活における安全に関する指導、従業者の研
修及び訓練その他指定放課後等デイサービ
ス事業所における安全に関する事項につい
ての計画(以下「安全計画」という。)を策
定し、当該安全計画に従い必要な措置を講
じること。
また、従業者に対し、安全計画について周
知するとともに、前項の研修及び訓練を定
期的に実施すること。
また、障害児の安全の確保に関して通所給
付決定保護者との連携が図られるよう、通
所給付決定保護者に対し、安全計画に基づ
く取組の内容等について周知すること。
また、定期的に安全計画の見直しを行い、
必要に応じて安全計画の変更を行うこと。

安全計画の再策定を行い職員への周知
及び事業所玄関に掲示を行い保護者へ
の周知を行った。また安全計画の見直
しは予定に沿って行っている。

―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針につい
て、就業規則の記載では内容を満たさ
ないため、内容を追加するか別に作成
すること。

「ハラスメント防止規程」を作成し職
員への周知を行った。

―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

感染症の発生及びまん延の防止のため
の研修に加え、訓練も実施すること。

事前の計画予定を繰り上げ令和６年10
月31日に研修及び訓練を行った。

―

放課後等
デイサー
ビス

個別サポート加算Ⅰを算定している
ケースについて、算定要件を満たして
いないにもかかわらず誤って３０単位
を加算し算定していた。
また、個別サポート加算Ⅱを算定して
いるケースについて、算定要件を満た
す取り組みを行っていなかった。
ついては、前回の実地指導（令和3年10
月22日）以降分を自己点検し、算定要
件を満たしていないものについては過
誤調整を行うこと。

７月分（1件）については10月請求にて
過誤調整を行ったまた自己点検にて修
正を要する内容は確認されなかった。

―

2024/9/27 株式会社ＳＴＥＰ
障がい児支援事業
所彩り

児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス



児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

一部、事故報告書が未提出の事故があ
るため、速やかに報告すること。

事故報告書を令和６年10月18日提出 ―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

保護者に対して安全計画に基づく取組
の内容について周知すること。

安全計画を玄関に掲示（閲覧可）する
とともに保護者に対し10/28～11/7に
配布済又は配布予定

―

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

利用者の家族に関する個人情報を他の
事業者等と共有するケースについて
は、あらかじめ利用者家族に個人情報
の利用に係る同意書を得ること。

重要事項説明書に家族の個人情報同意
欄追記

―

生活介護
令和６年８月に算定された送迎加算Ⅰ
について、加算要件を満たしていな
かったため、過誤調整を行うこと。

対応中 ―

生活介護

利用者の家族に関する個人情報を他の
事業者等と共有するケースについて
は、あらかじめ利用者家族に個人情報
の利用に係る同意書を得ること。

重要事項説明書に家族の個人情報同意
欄追記

―

就労継続
支援Β型

災害対策に係る業務継続計画を策定す
ること。また、業務継続計画につい
て、従業者に対して必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。

自然災害発生時における業務継続計画
を策定しました。全職員へ周知実施。
（R6.11.11）

―

就労継続
支援Β型

感染症及び食中毒の発生及びまん延並
びに熱中症の予防の防止のための対策
を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図ること。従業者に対
し、感染症及び食中毒の発生及びまん
延並びに熱中症の防止のための研修及
び感染症の発生及びまん延防止のため
の訓練を定期的に実施すること。ま
た、食中毒の発生及びまん延並びに熱
中症予防のための指針を整備するこ
と。

感染症及び食中毒の発生及びまん延並
びに熱中症の防止のための研修及び感
染症の発生及びまん延防止のための訓
練を実施しました。（R6.11.13）
食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
予防のための指針を整備しました。
（R6.11.13）

―

就労継続
支援Β型

食事提供加算について、速やかに管理
栄養士又は栄養士による献立の作成又
は確認を受けること。

栄養評価のための業務委託契約を締結
しました。（R6.11.1）

―

就労継続
支援Β型

未作成の「就労支援事業別事業活動明
細」、「就労支援事業明細書」につい
て作成すること。

作成済。（R6.11.26提出） ―

2024/10/2
特定非営利活動法
人さくらんぼ

さくらんぼ（者） 生活介護

2024/10/4
合同会社ベルハウ
ス

就労継続支援B型事
業所ローズガーデ
ン

就労継続支援Β型

2024/10/2
特定非営利活動法
人さくらんぼ

さくらんぼ（児）
児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス



放課後等
デイサー
ビス

法定代理受領により障害児通所給付費
の支給を受けた場合は、通所給付決定
保護者に対し、障害児通所給付費の額
を通知すること。

その日から配布した。（10月9日） ―

放課後等
デイサー
ビス

業務継続計画について、研修は実施さ
れているものの、訓練が未実施のため
実施すること。

訓練を行った。（10月15日） ―

放課後等
デイサー
ビス

従業員について、業務上知り得た障害
児又はその家族の秘密を漏らさないこ
と。

再度本人と、スタッフに周知行った。 ―

放課後等
デイサー
ビス

事故報告書が未提出の事故があるた
め、速やかに報告すること。

事故報告を提出する。 ―

就労継続
支援Β型

従たる事業所の常勤職員について、令
和６年６月分の勤務が常勤に必要な勤
務時間に達していなかったため改める
こと。

有休管理台帳を作成した。 ―

就労継続
支援Β型

非常災害に関する業務継続計画を策定
し、当該計画に従い必要な措置を講ず
ること。
従業者に対し業務継続計画（災害・感
染症）について周知するとともに、必
要な研修及び訓練を定期的に実施する
こと。
また、定期的に業務継続計画の見直し
を行い、必要に応じて計画の変更を行
うこと。

災害用業務継続計画を作成した。
従業者に対して今年度中に周知すると
ともに研修を行う。

―

2024/10/11
特定非営利活動法
人ラ・ルーチェ
「絆縁」

障がい者活動セン
ター「絆縁」

就労継続支援Β型 対応中 ー ―

2024/10/16 特定非営利活動法人つぼみ畑
こども発達支援事
業所つぼみ畑

児童発達支援、放
課後等デイサービ
ス、保育所等訪問
支援

文書指摘なし ー ―

居宅介護
重度訪問
介護

契約支給量報告書について、契約締結
後速やかに送付を行うこと。

契約内容が変わった方についても報告
済。今後も速やかに報告すること事業
所内で周知した。

―

居宅介護
重度訪問
介護

一部実績記録について利用者確認がさ
れていないものがあるので早急に徴取
すること。

指導後速やかに徴取している。今後も
確実に徴取するよう事業所内で周知し
た。

―

2024/10/9
医療法人竹田内科
医院

放課後等デイサー
ビスたけだ

放課後等デイサー
ビス

2024/10/11 株式会社アキラス まどか 就労継続支援Β型



居宅介護

特定事業所加算（Ⅱ）の算定要件に係
る研修受講の記録について整備するこ
と。特に研修欠席者へのフォローアッ
プを行い、受講した記録を含めて整備
すること。

研修資料への押印等にて受講の可否を
わかるように整備した。また受講した
記録についても再度整備し事業所内で
周知している。

―

居宅介護
重度訪問
介護

身体拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会が開催すること、身体拘
束等の適正化のための指針を作成する
こと。
ついては、速やかに改善計画書を提出
し、事実が生じた月（１０月）の３月
後（１月）に改善報告書を提出するこ
と。また、事実が生じた月の翌月（１
１月）から改善が認められるまで（少
なくとも１月まで）の期間、身体拘束
等適正化未実施減算を適用すること。

指導後、委員会の開催及び指針の作成
をした。定期的な委員会の開催と指針
の周知をした。また改善報告書も提出
済。１月末まで未実施減算にて請求
し、２月以降は通常通りの請求を行
う。

―

2024/10/18 鳥取県立中央病院 鳥取県立中央病院 短期入所 文書指摘なし ー ―

児童発達
支援

医療型児
童発達支
援

保育所等
訪問支援

利用者の家族に関する個人情報を他の
事業者等と共有するケースについて
は、あらかじめ利用者家族に個人情報
の利用に係る同意書を得ること。

別添4のとおり、既定の「個人情報の取
り扱いに関する同意書」裏面に家族署
名欄を作成し、必要に応じて署名いた
だくこととした。また既に同意書を得
ている利用者の家族については、家族
署名欄ゴム印を作成し、必要に応じ順
次署名いただいているところ。

―

児童発達
支援

医療型児
童発達支
援

保育所等
訪問支援

月ごとに勤務体制一覧を作成するこ
と。

作成済み、例として令和６年12月の勤
務体制は別添1のとおり。

―

児童発達
支援

医療型児
童発達支
援

保育所等
訪問支援

事業所内の設備のチェックはしている
ものの計画が未策定であったため、安
全計画を策定し、当該安全計画に従い
必要な措置を講じること。
障害児の安全の確保に関して保護者と
の連携が図られるよう、保護者に対
し、安全計画に基づく取組の内容等に
ついて周知すること。
また、定期的に安全計画の見直しを行
い、必要に応じて安全計画の変更を行
うこと。

安全計画を別添2のとおり策定し掲示済
み。今後年1回見直しを行う予定。

―

児童発達
支援

医療型児
童発達支
援

保育所等
訪問支援

食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
の防止のための指針を整備すること

別添3「鳥取県立鳥取療育園院内感染対
策、食中毒予防、ならびに熱中症予防
に関する指針」として策定済み。

―

児童発達
支援

医療型児
童発達支
援

保育所等
訪問支援

各事業の会計をその他の事業の会計と
区分すること（前回指摘事項）

令和５年度決算について、各事業ごと
に収支を案分して収支計算書を作成済
み（別添5のとおり）。

―

2024/10/16
合同会社ΑＴＳＵ
Ⅰ

訪問介護ステー
ションくろーばー

居宅介護、重度訪
問介護

2024/10/18 鳥取県
鳥取県立鳥取療育
園

児童発達支援、保
育所等訪問支援、
医療型児童発達支
援



2024/10/23 社会福祉法人智頭町社会福祉協議会 あおぞら 共同生活援助 文書指摘なし ー ―
2024/10/23 社会福祉法人智頭町社会福祉協議会 ぱれっと三田 就労継続支援Β型 文書指摘なし ー ―

2024/10/23
社会福祉法人智頭
町社会福祉協議会

自立の家（共同生
活援助）

共同生活援助 指摘事項なし ー ―

2024/10/23
社会福祉法人智頭
町社会福祉協議会

自立の家（短期入
所）

短期入所 指摘事項なし ー ―

2024/10/25
特定非営利活動法
人岩美かたつむり
工房

岩美かたつむり工
房

就労継続支援Β型 文書指摘なし ー ―

計画相談
支援

障がい児
相談支援

個人情報の保管場所の一部に施錠設備
が不足しているため、整備すること。

施錠の為の鍵を付けた。 ―

計画相談
支援

令和６年８月に算定済のサービス担当
者会議実施加算について、担当者会議
の記録が不足しており、加算要件を欠
くため返還の対象となることから過誤
調整を行うこと。

令和６年11月29日に過誤申し立てを
行った。

―

就労継続
支援Α型

就労継続
支援Β型

運営規程に在宅での訓練内容及び支援
内容を記載すること。また、就労継続
支援Α型の昼食費について記載をおこ
なうこと。

規定に記載 ―

就労継続
支援Α型

就労継続
支援Β型

食中毒の発生防止及びまん延防止並び
に熱中症の発生防止のための対策を検
討する委員会を開催すること。
また、食中毒の発生防止及びまん延防
止並びに熱中症の発生防止のための指
針を整備すること。

委員会を開催。指針を整備 ―

就労継続
支援Α型

就労継続
支援Β型

利用者又はその家族に関する情報を提
供する際は、あらかじめ文書により当
該利用者・その家族の同意を得なけれ
ばならないことから、同意書面に家族
欄を設ける等、書式を整理すること。

家族欄を追加 ―

共同生活
援助

就労継続支援B型の支援も行っている世
話人について、世話人として従事した
時間の記録が残されていないため、記
録するよう改めること。

就労継続支援B型の従業者は共同生活援
助には基本的に従事しないこととす
る。ただし、業務の都合上世話人とし
て従事した場合は、その勤務時間を記
録する。

―

2024/10/30
特定非営利活動法
人鳥取青少年ピア
サポート

まちの広場ののな
ファクトリー

就労継続支援A型、
就労継続支援B型

2024/10/25
合同会社ＣｏＣｏ
Ｌｏネット

相談支援事業所C.C
計画相談支援、障
害児相談支援



共同生活
援助

感染症に対する業務継続計画を策定
し、当該計画に従い必要な措置を講ず
ること。従業者に感染症に対する業務
継続計画について周知するとともに、
必要な研修及び訓練を定期的に実施す
ること。また、定期的に業務継続計画
の見直しを行い、必要に応じて計画の
変更を行うこと。

感染症に対する業務継続計画を策定し
従事者に周知した。計画の通り研修及
び訓練を年２回以上行い必要に応じて
計画の見直し、変更を行う。
次回研修及び訓練実施　予定時期R7.2

―

共同生活
援助

従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。非常災害
に関する業務継続計画に対する研修は
実施されているが概要に関するもので
あるため、計画の具体的内容について
説明すること。

令和6年11月12日に災害についての業
務継続計画研修、訓練を実施し、計画
内容の中身についても研修の中で職員
に説明した。また、世話人会議で業務
継続計画等の読み合わせを行う。

―

共同生活
援助

サービス管理責任者が、サービス管理
責任者更新研修を令和６年３月３１日
までに修了していなかったため令和６
年４月１日以降はサービス管理責任者
が未配置となり、サービス管理責任者
欠如減算及び個別支援計画未作成減算
が適用となることから自己点検の上、
過誤調整を実施すること。

令和6年11月12日付けでサービス管理
責任者変更届を鳥取市指導監査室に提
出し、令和6年11月14日より有資格者
に変更した。各減算については該当市
町に連絡し、事情を説明後に過誤申し
立てを行った。順次返還していく。

―

2024/11/6
社会福祉法人鳥取
県厚生事業団

しらはまホーム 共同生活援助
共同生活
援助

利用者の家族に関する個人情報を他の
事業者等と共有するケースについて
は、あらかじめ利用者家族に個人情報
の利用に係る同意書を得ること。

利用者家族の個人情報を共有するケー
スがほとんどないため、個人情報の同
意書について家族に関する文言を削除
した（別紙）。仮に家族の個人情報を
取り扱うことになった場合は別途新た
に同意書を得ることとする。

―

就労継続
支援Β型

送迎加算の算定に当たり、送迎の開始
及び終了の時間を記録すること。ま
た、一部記録に登場利用者の記載漏れ
があったため、正しく記載すること。

対応中 ―

就労継続
支援Β型

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。従業者に
対し、業務継続計画について周知する
とともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施すること。また、定期的に業
務継続計画の見直しを行い、必要に応
じて計画の変更を行うこと。

対応中 ―

2024/10/30
特定非営利活動法
人はるひな

ここいろ 共同生活援助

2024/11/6
社会福祉法人あす
なろ会

ホーム若草 共同生活援助



就労継続
支援Β型

身体拘束等適正化及び虐待防止のため
の委員会が１年に１度以上開かれてい
ない状態であった。また、身体拘束適
正化に資する指針が整備されていな
かった。ついては、速やかに改善計画
書を提出し、事実が生じた月（１１
月）の３月後（翌年２月）に改善報告
書を提出すること。また、事実が生じ
た月の翌月（１２月）から改善が認め
られるまでの期間（少なくとも翌２
月）、虐待防止及び身体拘束等適正化
未実施減算を適用すること。
減算対象期間（１２月～翌２月※改善
が認められなければ期間が延長される
ため留意すること。）

対応中 ―

就労継続
支援Β型

令和６年４月からサービス管理責任者
が変更となっていることから変更届出
書を早急に提出すること。なお、前任
サービス管理責任者が令和６年２月の
退職意向を以って同年3月末で退職して
いるが後任のサービス管理責任者は実
践研修未履修のため、みなしサービス
管理責任者として届出ること。併せて
早急にサービス管理責任者実践研修を
修了し配置要件を満たすこと。

対応中 ―

就労継続
支援Β型

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化
はされているものの、相談窓口などの
周知ができていなかったため改めるこ
と。（前回指摘事項）

対応中 ―

就労継続
支援Β型

運営規程に食費単価及び送迎費単価、
虐待防止に関する事項に「虐待防止の
ための委員会」について記載するこ
と。（前回指摘事項）

対応中 ―

2024/11/20
特定非営利活動法
人白うさぎ

白うさぎ 就労継続支援Β型



就労継続
支援Β型

感染症及び食中毒の発生及びまん延並
びに熱中症の予防の防止のための対策
を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図ること。
また、食中毒の発生及びまん延並びに
熱中症予防のための指針を整備するこ
と。
従業者に対し、感染症及び食中毒の発
生及びまん延並びに熱中症の防止のた
めの研修及び感染症の発生及びまん延
訓練について、年２回以上実施できて
いないため実施すること。

対応中 ―

就労継続
支援Β型

年度ごとに工賃の目標水準を設定する
こと。また、設定した工賃の目標水準
及び前年度の工賃の平均額を利用者に
通知すること。（前回指摘事項）

対応中 ―

就労継続
支援Β型

感染症に係る業務継続計画が作成され
ておらず、研修・委員会も実施されて
おらず、感染症まん延防止指針の作成
もされていなかったため、業務継続計
画未作成減算を適用すること。減算期
間は令和６年４月から基準に満たない
状況が解消されるに至った月までとな
る。

対応中 ―

就労継続
支援Β型

未作成の「就労支援事業別事業活動明
細」、「就労支援事業明細書」につい
て作成すること。

対応中 ―

2024/11/20
株式会社 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾋﾞ
ｼﾞｮﾝ

けあビジョンホーム
鳥取訪問介護

居宅介護 居宅介護
指定を受けるサービス毎に、会計を区
分すること。

事業所にはデータが無かったが、法人
(本社)で作成、管理しており、収入は区
分できていた。支出に関しては区分が
出来ておらず、R7.1月分より収入・支
出ともにサービス毎に分けて計上致し
ます

―



生活介護
就労継続
支援Β型

感染症及び食中毒の発生及びまん延並
びに熱中症の予防の防止のための対策
を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図ること。
熱中症の防止のための指針を整備する
こと。
従業者に対し、感染症及び食中毒の発
生及びまん延並びに熱中症の防止のた
めの研修並びに感染症の発生及びまん
延の防止のための訓練を定期的に実施
すること。

ー

・委員会の定期的な開催と周知を行っ
た
・厚労省のガイド等参考に、施設の特
色(外作業、障がい特性、高齢者)に合わ
せた熱中症防止の指針を作成し対策委
員会を開催予定
・研修及び訓練を予定
※共に令和７年２月までに予定

生活介護
就労継続
支援Β型

管理者について、生活介護、就労継続
支援Β型に出勤した記録がなかったた
め記録すること。
また、職業指導員及び生活支援員にお
いて、業務上直帰した日における退勤
時間の記録がなかったため記録するこ
と

・管理者の出勤記録簿を記入するよう
にした
・業務上直帰した職員は、退勤時に時
間を事務所にLINEもしくは電話で報告
し、勤務日報に時間を記入したものを
提出してもらうことにした

―

生活介護
就労継続
支援Β型

感染症に関する業務継続計画を策定
し、当該計画に従い必要な措置を講ず
ること。
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。

ー

・感染症対策のBCP作成
・BCPの従業者に対しての周知
・委員会の開催
・令和７年２月までに訓練を予定

共同生活
援助

感染症に関する業務継続計画を策定
し、当該計画に従い必要な措置を講ず
ること。
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。

・感染症対策のBCP作成（添付ファイ
ル）
・BCPの従業者に対しての周知（議事
録回覧）
・委員会の開催

―

2024/11/22
特定非営利活動法
人十人十色

７８９作業所
生活介護、就労継
続支援Β型



共同生活
援助

感染症及び食中毒の発生及びまん延並
びに熱中症の予防の防止のための対策
を検討する委員会を定期的に開催する
とともに、その結果について、従業者
に周知徹底を図ること。
熱中症の防止のための指針を整備する
こと。
従業者に対し、感染症及び食中毒の発
生及びまん延並びに熱中症の防止のた
めの研修並びに感染症の発生及びまん
延の防止のための訓練を定期的に実施
すること。

・委員会の定期的な開催と周知を行っ
た（議事録の回覧）

―

就労継続
支援Β型

利用者の個人情報利用同意書につい
て、書式を整備すること。

・当該同意書の書式について全従業員
と認識確認の上、整備した。

―

就労継続
支援Β型

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。従業者に
対し、業務継続計画について周知する
とともに、必要な研修及び訓練を定期
的に実施すること。また、定期的に業
務継続計画の見直しを行い、必要に応
じて計画の変更を行うこと。

・業務継続計画を策定し、従業者に周
知を図った。
・当該計画に基づき、研修及び訓練を
実施した。
・必要に応じて業務継続計画の見直し
または計画の変更を行う。

―

就労継続
支援Β型

食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
の予防の防止のための対策を検討する
委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。
感染症の指針について、盛り込むべき
「平常時の対策」が抜けているため追
記すること。
また、食中毒及び熱中症の防止のため
の指針を整備すること。
従業者に対し、感染症及び食中毒の発
生及びまん延並びに熱中症の防止のた
めの研修並びに感染症の発生及びまん
延の防止のための訓練を定期的に実施
すること。

・食中毒の発生及びまん延並びに熱中
症の予防のための対策を検討する委員
会を実施し、従業者へ周知を行った。
・感染症及び食中毒及び熱中症に関し
それぞれ平常時の対策、緊急時の対策
を追記した指針を整備し、従業者へ周
知するとともに研修及び訓練を実施し
た。
・研修及び訓練については定期的に実
施する。

―

重度訪問
介護 利用者と利用に係る契約をしたとき

は、その旨を市町村に報告すること。

ー
利用者と契約した際には鳥取市に報告
する。

重度訪問
介護

サービス提供したことについて利用者
から確認を受けること。

ー
利用者が「サービス記録」を確認し、
印鑑またはサインを行う。

2024/11/22
特定非営利活動法
人十人十色

ホームよっこら
しょ

共同生活援助

2024/11/27
株式会社ｂｌｏｏ
ｍ

就労継続支援B型事
業所ブロッサム鳥
取弥生

就労継続支援Β型



重度訪問
介護

重度訪問介護計画に関して、６カ月に
１回以上モニタリングを実施しその記
録を残すこと。

ー
「介護サービス計画見直し」を作成
し、利用者・家族に説明する。

重度訪問
介護

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じること。
また、管理者について、管理者として
従事した勤務時間の記録がなかったた
め記録すること。

ハラスメントの指針を作成する。
管理者の勤務時間を記録する。

―

重度訪問
介護

業務継続計画を策定し、当該計画に従
い必要な措置を講ずること。
従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。
また、定期的に業務継続計画の見直し
を行い必要に応じて計画の変更を行う
こと。

研修、訓練を実施し、記録する。 ―

重度訪問
介護

感染症の予防及びまん延の防止のため
の対策を検討する委員会を定期的に開
催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底を図ること。
感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針を整備すること。
従業者に対し、感染症の予防及びまん
延の防止のための研修及びまん延の防
止のための研修及び訓練を定期的に実
施すること。

感染症の予防及びまん延の防止のため
の指針を作成する。感染症対策委員会
を開く。研修、訓練を実施し、記録す
る。

―

計画相談
支援

障がい児
相談支援

原則月ごとに常勤・非常勤の別、職
種、勤務時間を記載した勤務予定表を
作成すること。

勤務予定表及び勤務実績表（出勤
簿）、従業者の勤務の体制及び勤務形
態一覧表を作成した。

―

計画相談
支援

障がい児
相談支援

行動障害者支援体制加算の要件である
研修修了者を配置している旨を公表す
るとともに事業所に掲示を行うこと。

研修修了者を配置している旨をワム
ネット、鳥取市自立支援協議会の事業
所情報にて公表し、事業所内にも掲示
した。

―

計画相談
支援

障がい児
相談支援

要医療児者支援体制加算の要件である
研修修了者を配置している旨を公表す
るとともに事業所に掲示を行うこと。

研修修了者を配置している旨をワム
ネット、鳥取市自立支援協議会の事業
所情報にて公表し、事業所内にも掲示
した。

―2024/12/4
合同会社Ｌｉａｉ
ｓｏｎ

相談支援事業所り
えぞん

計画相談支援、障
害児相談支援

2024/11/29 みやび合同会社 ケアみやび 重度訪問介護



計画相談
支援

障がい児
相談支援

精神障害者支援体制加算の要件である
研修修了者を配置している旨を公表す
るとともに事業所に掲示を行うこと。

研修修了者を配置している旨をワム
ネット、鳥取市自立支援協議会の事業
所情報にて公表し、事業所内にも掲示
した。

―

計画相談
支援

障がい児
相談支援

家族の個人情報利用同意書を徴してい
ないため、必要なケースについて徴す
ること。

個人情報使用同意書の内容を訂正した
後、必要なケース者に説明を行い、再
度同意を交わした。

―

就労継続
支援Β型

年度ごとに工賃の目標水準を設定する
こと。また、設定した工賃の目標水準
及び前年度の工賃の平均額を利用者に
通知すること。（前回指摘事項）

１２月中にお知らせにて配布 ―

就労継続
支援Β型

従業者に対し、業務継続計画について
周知するとともに、必要な研修及び訓
練を定期的に実施すること。また、定
期的に業務継続計画の見直しを行い、
必要に応じて計画の変更を行うこと。

ー 周知はしているが研修は毎年３月予定

就労継続
支援Β型

アセスメントの記録について、実施日
付、実施者並びに対象者の氏名を記載
し個別ファイルにそれぞれ綴ること。

Ｒ７．１．１３に実施 ―

就労継続
支援Β型

モニタリングに際して、担当者会議の
記録を作成すること。

Ｒ７．１．１３に実施 ―

就労継続
支援Β型

勤務体制一覧を作成し、従業者の勤務
体制を定めること。（前回指摘事項）

Ｒ７．１～掲示 ―

就労継続
支援Β型

非常災害対策について、利用者家族に
対し周知すること。

１２月中にお知らせにて配布 ―

就労継続
支援Β型

運営規程の虐待防止に関する事項に、
「虐待防止に係る委員会の開催」につ
いて記載すること。

追記にて事業所内に掲示済み ―

就労継続
支援Β型

未作成の「就労支援事業別事業活動明
細」、「就労支援事業明細書」につい
て作成すること。（前回指摘事項）

ー 税理士と相談し２月中には作成する

2024/12/4
特定非営利活動法
人きずなサポート

きずなサポート 就労継続支援Β型



放課後等
デイサー
ビス

勤務実績について、放課後等デイサー
ビス以外の事業に用いる区画の清掃等
に係る人員の勤務時間も当事業所の勤
務時間に含まれているが、放課後等デ
イサービスの人員配置計算上不適切で
あるため、区分して管理すること。

勤務実績について、放課後等デイサー
ビスの勤務時間とその他事業の勤務時
間を明確に分けるため、放課後等デイ
サービスで使用する箇所の清掃、点
検、修繕と共有部分、それ以外の箇所
を区分けした。放課後等デイサービス
のみ使用するスペースと合わせてトイ
レ等の共有部分のみ1名配置とし、人員
配置計算上の勤務時間として計上しま
す。

―

放課後等
デイサー
ビス

個別サポート加算Ⅰを算定している
ケースについて、利用日数を超えて
誤って算定されていたため、自己点検
し算定要件を満たしていないものにつ
いては過誤調整を行うこと。

自己点検を行い、12月9日過誤申立申請
書を担当課へ提出。対象月の利用者へ
は請求額の変更はなかったが、請求書
を再発行した。上限管理結果票は結果
は変わらないが数値が異なるため、事
業所へ再提出。1月分で国保連に再請求
しています。

―

就労継続
支援Β型

年度ごとに当該年度の工賃目標額及び
前年度の平均工賃額を利用者に通知す
ること。

1月の工賃支給日に当該年度の工賃目標
額、平均工賃額を書面で通知した。毎
年継続して、6月度に利用者に通知する
事を継続する。

―

就労継続
支援Β型

食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
の防止のための対策を検討する委員会
の結果について、従業者に周知徹底を
図ること。
食中毒の発生及びまん延防止のための
指針を整備すること。
従業者に対して行う、食中毒の発生及
びまん延並びに熱中症の発生の防止の
ための研修及び委員会の内容について
記録すること。

委員会、研修を臨時で開催した。
研修の具体的な内容を委員会で話し合
い、研修ではその内容を職員に周知徹
底する。

―

2024/12/6
ちゃれきんぐ株式
会社

marble　pot
放課後等デイサー
ビス



就労継続
支援Β型

利用者に対する福利厚生を目的とした
イベントの積立費について、全利用者
からイベント積立費を毎月徴収してい
るが、利用者が当該イベントへの不参
加や事業所を退所した場合の当該積立
費の精算が不適切であった。
また、当該積立費は利用者工賃から天
引きされているが、利用者に手渡す工
賃支払明細において不適切な記載がさ
れていた。
これらを改善し適切な処理を行うこ
と。
なお、イベント不参加等の理由でイベ
ント積立費の精算を行っていない利用
者に対して徴収していたイベント積立
費を返金するなどの対応をとること。

イベント積み立て費を徴収することを
中止した。
積み立て費の清算をし、利用者へ返金
の処理をした。今後はイベントの都
度、参加者から参加費を集金すること
にした。

―

就労継続
支援Β型

従業者に対し、業務継続計画について
必要な訓練を定期的に実施すること。

令和７年１月16日、自然災害発生と感
染症等発生が起こった事を想定して、
業務継続計画に従い机上訓練を行っ
た。

―

就労継続
支援Β型

職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えた
ものにより従業者の就業環境が害され
ることを防止するための方針の明確化
等の必要な措置を講じること。

令和７年１月16日、ハラスメントを防
止するための方針を作成した。

―

就労継続
支援Β型

従業者に対し、熱中症の防止のための
研修を定期的に実施すること。
また、感染症防止のための指針の内容
を改めること。
食中毒の発生及びまん延並びに熱中症
予防のための指針を整備すること。

令和６年12月25日、熱中症の予防のた
めの研修を行った。また、令和７年1月
16日、感染症び食中毒の予防及びまん
延の防止のための指針、熱中症の防止
のための指針を作成した。

―

2024/12/11
社会福祉法人愛光
会

就労継続支援事業
所　パレアナの家

就労継続支援Β型

2024/12/11
社会福祉法人れ
しーぶ

HAL　PLACE 就労継続支援Β型



2024/12/13 えがお株式会社 えがお株式会社
居宅介護、重度訪
問介護、同行援護

居宅介護 同行援護

特定事業所加算Ⅱの算定要件である、
利用者に関する情報やサービス提供に
あたっての留意事項の伝達又は従業者
の技術指導を目的とした会議につい
て、一部従業者が参加していない状態
があるため、参加させること。
同要件である、利用者に関する情報や
サービス提供に当たっての留意事項を
文書等の確実な方法により伝達してか
ら開始すること及びサービス終了後の
報告の受領について、要件である原則
毎日の実施がされておらず、また、電
話による伝達であることもあったた
め、速やかに改めること。

対応中 ―

就労移行
支援

自立訓練
(生活訓
練)

感染症に係る業務継続計画を作成し、
職員への周知、研修・訓練を行うこ
と。

感染症に係る業務継続計画を作成し
た。
職員へ周知を実施した。
研修を実施済み。訓練を3月に実施予定

―

就労移行
支援

自立訓練
(生活訓
練)

事業所に配置されている職員のうち役
員である人員の勤務時間の記録がな
かったため記録すること。
また、職員の勤務時間について、当該
事業所の勤務終了時間の記載がなかっ
たため記録すること。
なお、基準上、常勤専従で配置する職
員について、原則、勤務時間内に事業
所外の業務を行わないよう注意するこ
と。

役員の勤務時間の勤怠管理を「マネー
フォワード勤怠」にて記録する運用を
開始した。
常勤専従で配置する職員について、勤
務時間内に事業所外の業務を行わない
よう、事業所内で共通認識を持つため
の周知を実施した。
今後も定期的に勤怠管理の確認を行
い、適切な運用が継続されるよう管理
体制を強化する。

―

就労移行
支援

自立訓練
(生活訓
練)

食中毒の発生及びまん延防止並びに熱
中症の防止のための指針を整備するこ
と。
感染症の発生及びまん延のための訓練
を定期的に実施すること。

食中毒の発生及びまん延防止並びに熱
中症の防止のための指針を策定した。
指針の内容について、職員への周知を
実施した。
感染症の発生及びまん延防止に関する
訓練を3月に実施する。
訓練の実施結果を検証し、必要に応じ
て指針の見直しを行う。
今後も定期的に訓練を実施し、職員の
対応能力向上を図る。

―

2024/12/18
株式会社Ｐｓｙｃ
ｈｏｒｏ

Psychoro Park
就労移行支援、自
立訓練（生活訓
練）



就労継続
支援Β型

感染症に係る業務継続計画を作成し、
職員への周知、研修・訓練を行うこ
と。

感染症発生における業務継続計画を作
成し全職員へ周知しました。（令和６
年12月24日）研修・訓練は令和６年７
月18日）に１回実施していますが、今
後定期的に開催します。

―

就労継続
支援Β型

熱中症の防止のための対策を検討する
委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。
熱中症の防止のための指針を整備する
こと。
従業者に対し、食中毒の発生及びまん
延並びに熱中症の防止のための研修を
定期的に実施すること。

熱中症防止の為の指針を整備しまし
た。（令和６年12月20日済）研修・訓
練は令和6年7月18日）に１回実施して
いますが、今後定期的に開催します。

熱中症の防止の為の対策を検討する委
員会を定期的に開催します。（年4回以
上）
開催予定：令和7年3月予定。令和7年6
月予定。令和7年9月予定。令和7年12
月予定。

就労継続
支援Β型

食事提供体制加算について、利用者の
食事の摂取量を適切に記録すること。
また、利用者のΒＭⅠ又は体重を６か
月に１回の頻度で適切に記録するこ
と。

令和7年1月6日に対象者に対して、BMI
の確認をし、記録を取りました。食事
摂取量については既に実施済です。

―

就労継続
支援Β型

就労支援事業会計について、毎月工賃
の精算はされているものの就労支援事
業会計基準で定められている所定の様
式が未作成であったため作成するこ
と。

作成しました。 ―

就労継続
支援Β型

熱中症の防止のための対策を検討する
委員会を定期的に開催すること。
熱中症の防止の研修を定期的に実施す
ること。

今後は、定期的に行う感染対策委員会
において、熱中症の防止対策について
も話し合いを行うこととした。また、
研修についても計画実施することとし
た。

今年度は研修が未実施であったため、2
月に研修会を行う。

就労継続
支援Β型

欠席時対応加算について、欠席連絡の
記録の内「引き続きサービス利用を促
す」記載が見られないケースが散見さ
れるため、利用を促す声掛けを行い記
録に残すこと。
また、前回の実地指導（令和３年１１
月２２日）以降分を自己点検し、記録
がないものについては支給決定権者と
相談の上過誤調整を行うこと。

指摘の内容について、記録を遡って調
査し、過誤調整が必要な部分について
は返納を行う。

令和７年２月10日の報酬請求時に合わ
せて過誤調整を行う。

2024/12/18
特定非営利活動法
人ふたばの里

ふたば作業所 就労継続支援Β型

2024/12/20
社会福祉法人鳥取
県厚生事業団

すずかけ 就労継続支援Β型



共同生活
援助

利用者の家族に関する個人情報を他の
事業者等と共有するケースについて
は、あらかじめ利用者家族に個人情報
の利用に係る同意書を得ること。

これまで、当事業所では利用者家族の
情報を他事業所等へ提供した実績は無
いが、今後、情報を提供するようなこ
とがあれば、家族に同意を得ることと
した。また、別紙の様式に改善した。

―

共同生活
援助

熱中症の防止のための対策を検討する
委員会を定期的に開催すること。
熱中症の防止のための研修並びに感染
症の発生及びまん延の防止のための訓
練を定期的に実施すること。

今後は、定期的に行う感染対策委員会
において、熱中症の防止対策について
も話し合いを行うこととした。また、
研修及び訓練についても計画実施する
こととした。

今年度は研修及び訓練が未実施であっ
たため、2月と３月で研修会及び訓練を
行う。

2024/12/23
特定非営利活動法
人このゆびとーま
れ

ケアホームこのゆ
びとまれ

共同生活援助
共同生活
援助

感染症・食中毒の予防及びまん延防止
並びに熱中症の予防のための研修及び
感染症の予防及びまん延防止のための
訓練について、年２回以上行うこと。

実地指導で指摘された全職員への研修
及び感染症の予防及びまん延防止のた
めの訓練を年２回以上実施し、欠席者
への伝達研修を行う体制に改めた。

―

2024/12/23
特定非営利活動法
人このゆびとーま
れ

短期入所このゆび
とまれ

短期入所 短期入所

感染症・食中毒の予防及びまん延防止
並びに熱中症の予防のための研修及び
感染症の予防及びまん延防止のための
訓練について、年２回以上行うこと。

実地指導で指摘された全職員への研修
及び感染症の予防及びまん延防止のた
めの訓練を年２回以上実施し、欠席者
への伝達研修を行う体制に改めた。

―

2024/12/20 いまいちホーム
社会福祉法人鳥取
県厚生事業団

共同生活援助


